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小・中硬筆と書道成人硬筆と書道教室

スマート農業技術導入支援事業について子どもを虐待から守りましょう！
～１１月は児童虐待防止推進月間～

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　相談支援係　　　　９１３７56☎ ▶問い合わせ先＝農政課　農産園芸係　　　　９１３８　56☎

　農業の現場では、担い手の高齢化、労働力不足が深刻となっており、農作業における省力化と生産

性の両立を進めることが課題となっています。

　町では、農業の生産性の向上及び省力化を図ることを目的として、下記のとおり補助事業を行って

います。

農業用ドローン技術認定取得事業

　ドローンの技術及び安全な飛行に関する知識を取得するために受講する講習に要する経費を補助

します。ただし、交通費、飲食費、宿泊費、消費税を除きます。

▶補助額＝補助対象経費の３分の１以内（上限１０万円）

環境測定装置導入事業

　ハウス内の環境（温度、湿度、二酸化炭素濃度等）を計測したデータを収集するための機器の購入

に要する経費を補助します。ただし、パソコン、スマートフォン等の端末機器の購入費や消費税を除

きます。

▶補助額＝補助対象経費の３分の１以内（上限１０万円）

アシストスーツ導入事業

　農業用アシストスーツの購入に要する経費を補助します。ただし、消費税を除きます。

▶補助額＝補助対象経費の３分の１以内（上限５万円）

【交付要件】
　次の①～③いずれにも該当する個人または法人を対象とします。

　①本町に住民登録があり、かつ、主に町内で営農している個人

　　または町内に登記上の主たる事務所を有し、主に町内で

　　営農している農地所有適格法人

　②認定農業者または認定新規就農者

　③町税の滞納がない方

　児童虐待は、「子どもに対する最も重大な権利侵害である」と言われています。

それは、児童虐待が、子どもが幸せに生きるための権利（人権）を奪うだけでなく、子どもの心身の成

長や人格の形成に大きな影響を与えるものだからです。

○虐待とは
　虐待とは、理由を問わず身体的な暴力や言葉による威圧などによって子どもを傷つける次のような

行為を言います。

　１．身体的虐待

　　例：殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶるなどの行為

　２．性的虐待

　　例：子どもへの性的行為、性的行為を見せるなどの行為

　３．ネグレクト

　　例：食事を与えない、ひどく不潔にする、病院に連れて行かないなどの行為

　４．心理的虐待

　　例：言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を

　　　 ふるう（面前ＤＶ）などの行為

○虐待かもと思ったら迷わずにお電話をください
　「虐待かも？」と思ったときは町や児童相談所に連絡してください。連絡は匿名で行うこともできま

す。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

<児童虐待相談・連絡窓口>

☎１８９(いちはやく)児童相談所虐待対応ダイヤル

☎０２８(６６５)７８３０栃木県中央児童相談所

☎０２８５(５６)９１３７子ども家庭課相談支援係

対応時間帯電話番号機関名

２４時間対応

午前８時３０分～

午後５時１５分まで（平日）
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。


